
 

 

 

 

 

 

区民委員会議案説明資料 
 

 

 

令和８年６月２６日 
 

 

 

 

件  名                                   頁 

 

１ 第５６号議案  権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域のちから推進部） 



第５６号議案説明資料 

令和８年６月２６日 

件  名 
権利の放棄について 

（未返却図書資料に関する返還請求権） 

所管部課名 
地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

産業経済部企業経営支援課 

内  容 

区立図書館等では、返却期日を経過した利用者に対してメールや電話、 

自宅への訪問等様々な方法で督促を行っているが、返却の見込みがない未 

返却の図書資料について、次のとおり返還請求の権利を放棄する。 

 

１ 放棄する権利の内容 

図書館システムで管理している資料のうち、「返却期日から１０年経 

過した資料」及び「返却期日から５年経過かつ督促先不明の資料」につ 

いて、返還請求の権利を放棄する。 

 

２ 債務者及び対象資料（対象資料については別紙１参照） 

足立区千住中居町在住者 外 １５１名（総計１５２名） 

（１）返却期日から１０年経過（貸出年：平成２６年） 

８９名 ２２６冊 ２８２，８０７円 

（２）返却期日から５年経過かつ督促先不明（貸出年：令和元年） 

６３名 １９７冊 ２２３，１２８円 

 

３ 未返却資料の減少に向けた主な取組 

「未返却図書資料対策プラン」に基づき、以下の取組を実施している。 

（１）新たな未返却資料を発生させない取組 

ア 返却期限を記載した「しおり」による周知・啓発 

イ ブックポストの商業施設への新規設置 

（２）早期督促の推進 

ア 貸出し停止の前倒し 

（ア）返却期日の「１か月後」から「翌日」に変更 

イ メール・電話・はがき及び訪問による督促開始の早期化 

（ア）メール等：返却期日の「２週間後」から「１週間後」に変更 

（イ）訪問：返却期日の「５か月後」から「３か月後」に変更 

ウ ＳＭＳによる発信強化 

（ア）発信日を返却期日の「３週間後」から「２週間後」に繰上げ 

（イ）発信回数を「１回」から「複数回」に拡充 

（３）長期未返却資料に対する督促強化 

一定期間（概ね一年）返却のない者を対象に、金銭による請求を求 

める催告書を発送 
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４ 権利の放棄の件数の推移 

上記の取組により、権利の放棄の件数は減少傾向にある。 

 
 

【権利の放棄の対象となる冊数・人数・金額】 

 

※ ① 返却期日から１０年経過 

② 返却期日から５年経過かつ督促先不明 

 

５ 今後の方針 

令和８年度末で期限を迎える「未返却図書資料対策プラン」について、 

これまでの取組による効果を検証し、未返却の図書資料のさらなる削減 

につながるよう内容を更新していく。 
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１ 権利の放棄に至った経緯 

平成２６年度監査において、貸出図書の長期未返却への効果的な督促のあり方 

について意見・要望を受けた。それを踏まえて督促強化を図り、平成２８年度に 

以下の方針を決定した。 

（１）督促効果の高い１年以内の未返却者に訪問による督促強化を図る。 

（２）督促を長期間行ったものや督促先が不明となったため返却見込みのない図書 

資料については、議決により返還請求権を放棄する。 

 

２ 債務者及び対象資料 

足立区千住中居町在住者 外 １５１名（総計１５２名） 

区分 人数 冊数 金額 貸出年 

期日から１０年経過 89 名 226 冊 282,807 円 平成 26 年 

期日から５年経過かつ督促先不明 63 名 197 冊 223,128 円 令和元年 

計 152 名 423 冊 505,935 円 ― 

 

３ 権利の放棄の資料種別・受入金額内訳 

（１）資料種別内訳 （合計 ４２３冊、５０５，９３５円） 

資料種別 
１０年経過 ５年経過かつ督促先不明 

冊数 金額 冊数 金額 

一般図書 141 冊 177,400 円 128 冊 137,522 円 

映像資料 2 冊 12,852 円 2 冊 14,688 円 

音楽資料 4 冊 13,998 円 6 冊 6,360 円 

雑誌 1 冊 0 円 5 冊 3,596 円 

児童図書 78 冊 78,557 円 56 冊 60,962 円 

合計 226 冊 282,807 円 197 冊 223,128 円 

 

（２）受入金額別内訳（合計 ４２３冊、５０５，９３５円） 

受入金額の範囲 
１０年経過 ５年経過かつ督促先不明 

冊数 金額 冊数 金額 

0 円 31 冊 0 円 34 冊 0 円 

1～ 1,000 円 68 冊 52,067 円 65 冊 47,114 円 

1,001～ 2,000 円 98 冊 135,284 円 78 冊 107,858 円 

2,001～ 3,000 円 19 冊 47,985 円 13 冊 31,362 円 

3,001～ 4,000 円 4 冊 14,357 円 2 冊 6,568 円 

4,001～ 5,000 円 1 冊 4,457 円 2 冊 9,936 円 

5,001～10,000 円 5 冊 28,657 円 3 冊 20,290 円 

10,001 円以上 0 冊 0 円 0 冊 0 円 

計 226 冊 282,807 円 197 冊 223,128 円 
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４ 現在の督促方法及び実績 

（１）督促方法 

   返却期日経過後、複数の手段を組み合わせて督促を実施している。 

督促方法 頻度 回数 

メール※１ 

① 初回は返却期日の１週間後※２ 

② ２回目以降は、最終督促日の 

１週間後 

１週間ごとに最大４０回送信 

電話 返却期日の１週間後※２ １回 

はがき 

① 返却期日の１週間後※２ 

② １か月～１年 

③ ２年目以降 

④ ５年目以降 

① １回 

② 計４回 

③ 年２回 

④ 年１回 

ＳＭＳ※３ 返却期日の２週間後と４週間後 計２回 

訪問 返却期日の３か月後～１年 １回 

※１ メールアドレス登録者のみ対象 

※２ 区外から借りた資料については、返却期日の３日後から開始 

※３ ショートメッセージサービスの略。電話番号登録者のみ対象 

 

 

 

 

（２）訪問督促の実績 

ア 令和４年度から、次の（ア）～（ウ）の変更を行った。 

（ア）委託から人材派遣に切り替え、派遣職員による訪問を実施 

（イ）訪問開始を返却期日経過５か月から３か月経過に前倒し 

（ウ）訪問時にその場で資料を受け取る（即時回収）ことを開始 

 

 

5



イ 資料の返却率は、令和６年度と比べ、人数ベースで５．２ポイント増加したも 

のの、資料数ベースでは８．０ポイント減少した。 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人数 資料数 人数 資料数 人数 資料数 人数 資料数 

訪問対象 502 人 1,743 冊 594 人 2,063 冊 365 人 1,256 冊 356 人 1,339 冊 

返却数 353 人 1,195 冊 427 人 1,520 冊 269 人 1,016 冊 281 人 976 冊 

返却率 70.3％ 68.6％ 71.9％ 73.7％ 73.7％ 80.9％ 78.9％ 72.9％ 

※ 返却率は３月末時点（訪問実施期間は令和７年４月～令和８年３月） 

（３）返却期日から１年以上の未返却者への対策 

令和７年９月末に、令和６年中に貸出を行った図書資料の未返却者８２人のうち 

督促先不明等を除く５２人に対して、金銭での請求を求める催告書を発送した。 

令和８年２月末までに、発送者の約４８％にあたる２５人（８４冊、 

１７９，４５１円）から返却または弁償の申出が行われた。 

状況 人数（人） 冊数（冊） 金額（円） 

返却 ２４ ８３ １７８，０３５ 

弁償申出 １ １ １，４１６ 

宛所なし ３ ５ ４，２８３ 

反応なし ２４ １０６ １４７，２４９ 

合計 ５２ １９５ ３３０，９８３ 

 

５ 貸出年ごとの未返却冊数 

督促強化を開始した平成２７年度以降、令和７年度までの累計３，５２４冊 

 

※ 未返却率 

未返却冊数（長期未返却冊数＋これまでの督促による返却数）÷貸出冊数 

6


